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第44回国民経済計算体系的整備部会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和７年11月10日（月）13:02～14:01 

 

２ 場 所 総務省第二庁舎６階特別会議室及びＷｅｂ会議 

 

３ 出席者 

【委  員】 

福田 慎一（部会長）、菅 幹雄（部会長代理）、會田 雅人、白塚 重典、長谷川 秀司 

【臨時委員】 

牧野 好洋、宮川 幸三、山澤 成康 

【専門委員】 

斎藤 太郎、新家 義貴、滝澤 美帆 

【審議対象の統計所管部局】 

  総務省政策統括官（統計制度担当）：植松統計企画管理官 

  内閣府経済社会総合研究所：松多次長、尾﨑国民経済計算部長 

  経済産業省大臣官房調査統計グループ：相田経済解析室長 

  国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室：西川統計品質管理官 

【審議協力者】 

  東京都、日本銀行 

【事務局（総務省）】 

  阿南大臣官房審議官 

統計委員会担当室：谷本室長、赤谷次長、松井政策企画調査官 

 

４ 議 事 

（１）部会長代理の指名 

（２）国民経済計算体系的整備部会におけるタスクフォースの運営について 

（３）2020年産業連関表 ～ＳＵＴ体系移行等による見直し～ 

 

５ 議事録 

○福田部会長 それでは、皆さんおそろいで定刻となりましたので、ただ今から第44回国

民経済計算体系的整備部会を開催させていただきます。 

 本日は、外木臨時委員が御欠席、白塚委員、宮川臨時委員、斎藤専門委員、新家専門委

員、滝澤専門委員がウェブからの御出席でございます。このほかオブザーバーとして、日

本銀行、東京都の方にも御出席いただいております。 

 御案内のとおり、10月31日に開催されました第222回統計委員会におきまして、私、福田

が津谷委員長から部会長に指名されました。力不足ではありますけれども、よろしくお願
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いいたします。 

 本部会の構成員は、委員５名、臨時委員４名、専門委員３名となっております。 

 本日が新しい委員の任命後、初めての当部会の開催となりますので、ここで委員の皆様

から御挨拶を頂ければと思います。会場、ウェブの順にお名前をお呼びしますので、一言

お願いできればと思います。 

 では、最初に会場の會田委員、お願いいたします。 

○會田委員 會田でございます。滋賀大学におります。前期に引き続き、この部会の方に

入らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、菅委員、お願いいたします。 

○菅委員 法政大学の菅でございます。前期に引き続き、私もこの部会に入らせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、長谷川委員、お願いいたします。 

○長谷川委員 金沢学院大学の長谷川でございます。よろしくお願いします。 

 私、新任ということでございますので、できるだけ頑張ってまいりたいと思いますけど、

内閣府時代、先生方には大変お世話になりまして、現行のＧＤＰ統計の推計方法とか、様々

な論点について、少なからずコミットいたしまして、少し被告席に座っているような感じ

でございますが、よりよいＧＤＰ統計を目指して、ない知恵を絞ってまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

○福田部会長 よろしくお願いします。 

 それでは、牧野臨時委員、お願いいたします。 

○牧野臨時委員 静岡産業大学の牧野好洋と申します。微力ですが、できる限りの力を尽

くしていきたいと思います。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いします。 

 それでは、山澤臨時委員、お願いいたします。 

○山澤臨時委員 跡見学園女子大学の山澤と申します。前期に引き続き、よろしくお願い

します。 

○福田部会長 よろしくお願いします。 

 それでは、ウェブの方に移らせていただきます。まず、白塚委員、お願いいたします。 

○白塚委員 慶應大学の白塚です。引き続き、よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、宮川臨時委員、お願いいたします。 

○宮川臨時委員 立正大学の宮川でございます。前期に引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 

○福田部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、斎藤専門委員、お願いいたします。 

○斎藤専門委員 ニッセイ基礎研究所の斎藤と申します。2018年から専門委員をやってい
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ますので大分長くなりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、新家専門委員、よろしくお願いします。 

○新家専門委員 第一生命経済研究所の新家でございます。前期に引き続き、よろしくお

願いいたします。 

○福田部会長 よろしくお願いします。 

 それでは、滝澤専門委員、よろしくお願いします。 

○滝澤専門委員 学習院大学の滝澤美帆と申します。引き続き、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○福田部会長 よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 本日の議事は議事次第のとおりです。議事の時間、会議の時間を短くするため、配布資

料の確認は省略いたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、最初ですので、「部会長代理の指名」について議論させていただきます。 

 部会長代理の指名ですけれども、統計委員会令第２条第５項の規定により、部会長に事

故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、そ

の職務を代理するとされております。私としては、前期から引き続き委員をされておりま

す菅委員に部会長代理をお願いしたいと思います。菅委員、よろしいですか。 

○菅委員 了解いたしました。 

○福田部会長 ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして「国民経済計算体系的整備部会におけるタスクフォースの運営について」

です。 

 平成30年３月22日の国民経済計算体系的整備部会において「国民経済計算体系的整備部

会におけるタスクフォースの設置について」が決定され、現在、当部会にはＱＥタスクフ

ォースが設置されております。このＱＥタスクフォースについて、事務局で廃止を検討し

ているとのことですので、事務局から御説明をお願いできればと思います。 

○松井総務省統計委員会担当室政策企画調査官 事務局でございます。国民経済計算体系

的整備部会におけるタスクフォースの運営の見直しについて御説明いたします。 

 当部会では、平成30年３月の部会決定に基づきまして、個別の課題に関して効率的に審

議を進めるために部会が必要と認める場合には、タスクフォースを設置することができる

とされております。こちらに基づきまして、前期までの部会では、ＱＥタスクフォースが

設置されておりました。 

 ＱＥタスクフォースにつきましては、もともと第Ⅲ期の公的統計基本計画の下でＱＥ関

係の諸課題が多く掲げられる中で、それらを効率的かつ集中的に審議する目的から置かれ

たというのが設置の経緯でございます。他方で、現行の第Ⅳ期基本計画のこれまでの期間

におきましては、ＱＥ関連の議題は直接部会において扱ってきております。こうした現状

を踏まえまして、今回、事務局といたしましては、今期についてはＱＥタスクフォースを
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設置せず、引き続き、ＱＥ関連の議題は直接部会において扱うこととしてはどうかという

ことで御提案申し上げる次第でございます。この点、御審議いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○福田部会長 いかがでしょうか。事務局からタスクフォースの廃止についてということ

で御提案がありました。これまでも御指摘がありましたように、ＱＥの課題に関しては本

部会で議論してきたところでございます。まだまだ議論しなければいけない課題は幾つか

残されておりますし、それはこの部会でお時間を取って議論させていただくということに

なると思います。 

 事務局からの御説明を踏まえまして、ＱＥタスクフォースについては、廃止ということ

でよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○福田部会長 ありがとうございます。それでは、お認めいただいたということで進めさ

せていただきます。 

 それでは次に、議事３「2020年産業連関表 ～ＳＵＴ体系移行等による見直し～」です。 

 本年７月23日に開催しました第41回国民経済計算体系的整備部会において、本年末に実

施予定の2020年基準改定で対応予定の内容として、内閣府から構造統計の反映によるベン

チマークの変更等の説明があり、御審議いただいたところです。その際、2020年産業連関

表の取り込みを巡っては、改定の要因・背景についての御質問も多く、部会としては、基

準改定の公表に向けた説明の整理が重要と指摘したところです。 

 こうした経緯も踏まえまして、本日は改めて、産業連関表作成府省庁の取りまとめ部局

であります、総務省の産業連関表担当から、2020年産業連関表について御説明を頂きたい

と思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 総務省の統計企画管理官の

植松でございます。本日もありがとうございます。 

 産業連関表につきまして、資料の１ページにＳＵＴ体系への移行とありますが、こちら

が１つのキーワードでして、実は、６ページにありますとおり、統計委員会の方でもこれ

まで御議論いただいているようなところがございます。今回は、その総集編というか、取

りまとめということで御報告させていただければと思います。 

 １ページですけれども、ＳＵＴ体系移行は、2016年、17年あたりの議論から始まってい

ます。例えば2017年の最終取りまとめにおきましては、向こう10年間の計画ということで、

2020年基準改定と2025年基準改定まで及ぶので、2030年までの計画で動いております。Ｇ

ＤＰ統計の体系的整備で当時問題になっていたのが、サービス業の付加価値をどう把握す

るかという点です。産業連関表を始めとして、付加価値を捉えるときに、どうしてもサー

ビス業は非常に難しいということがあって、そこに基礎統計の整備も踏まえてしっかりや

っていこうと、そのような計画でした。その１つとして、産業連関表のＳＵＴ体系の移行

というのがありますし、ここにございますとおり、生産物分類というものも整備していま
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す。それから経済センサス‐活動調査、こちらは５年に一度のものです。次に投入調査、

これも５年に一度で、費用調査です。また、書いておりませんけれども、年次の統計整備

というのも非常に重要な課題とされておりまして、基準年と年次推計、それぞれ、シーム

レスという言葉がいいかどうか分かりませんが、そのような体系的整備をしていこうとい

うことで、年次推計の方も経済構造実態調査が創設されまして、サービス業を始めとする

費用・付加価値の推計の拡充、あるいは売上高などの産出額の推計等に寄与していると、

そのような見直しが行われたということです。 

 今、申し上げた2020年と2025年という話が下に出ておりますけれども、まずは、サービ

ス分野から着手したというようなところがございまして、2020年を対象とする統計の見直

し、これの裏で年次推計・年次統計の整備が行われているわけなのですが、今から御説明

する話は、いわゆる基準年、５年おきのものということで御理解いただければと思います。 

 まず１つ目、2020年のところで言いますと、生産物分類の策定がございます。後ほど触

れますが、例えばソフトウェア業については、４つか５つだった品目が倍ぐらい増えてい

ます。要は、その観点としては、これまで生産物分類は日本標準産業分類を踏襲したよう

な品目を設定していたものが、需要側に着目いたしまして、例えば企業、あるいは家計向

けといったところの品目に分かれるように生産物分類の策定が行われたというところです。 

 それから、それも踏まえた基礎統計の見直しということで、先ほど申し上げました経済

センサスとサービス産業・非営利団体等調査があります。こちらは後ほど触れさせていた

だければと思います。 

 そのような見直しがなされて、供給・使用表の推計、あるいは産業連関表の推計に結び

ついているということです。 

 それから、2020年はサービス分野を中心としたものですが、2025年につきましてはフル

セット、財分野もひっくるめてということで、このような形で見直しを引き続き進めてい

る状況です。したがいまして、2025年の推計変更、見直しというものは引き続き行ってい

るというところがございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次のページをお開きください。 

 繰り返しになり恐縮でございますが、まず、サービス分野の生産物分類の策定というも

のがなされております。その後に、産業分類とか、あるいは財分野もひっくるめた生産物

分類を策定しておりますが、それは次の経済センサス、来年実施されるものに反映する予

定です。まずは、令和３年の調査に間に合わせるためにサービス分野から着手したという

ところです。 

 次に令和３年の経済センサス‐活動調査における把握の拡充と記載がございます。１つ

目が、今申し上げた生産物分類の適用、繰り返しですが、ソフトウェア業につきまして、

品目が拡充しています。それから、調査事項の見直しというのは、例えば平成28年の経済

センサスは、事業所に対してサービスの内訳を聞いているような調査でした。したがいま

して、幅広く生産物を作っている場合でも、そこまで細かく聞けないという事情がござい

ました。主生産物の部分はしっかり取れていたと思いますが、副次的生産物については、

それまでは極めて粗い状況であり、粗いものは産業連関表を始めとして、なかなか取り入
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れづらいところがございます。そこで、令和３年は、供給表の視点に立ちまして、副次的

生産物といったもの、例えばサービス業の場合、事業所ではなくて企業に対して、サービ

ス活動をやっていればその品目を捉えるといったような調査事項を入れています。こちら

が供給表の精度向上、あるいは総供給、産出額の推計に資するような見直しだったと思っ

ております。 

 それから、これは新規に把握されたものですが、まず調査に用いる名簿というものは何

かと申し上げますと、当時、経済センサスベースの法人数とほかの統計の法人数で少しか

い離があるといったような議論がありました。そこを埋めるために、国税庁の法人番号公

表サイト、これは今、個人にはマイナンバーがありますけれども、法人版のそのような番

号がございまして、それを全法人に割り振っているのですが、そのデータを国税庁からい

ただきまして、それを２年前の令和元年経済センサス‐基礎調査に反映して、その結果を

踏まえて令和３年の調査を実施しました。少し回りくどい言い方で恐縮ですが、そのよう

なもので法人の把握を向上させているというのが見直しの２つ目です。 

 続いて、サービス産業・非営利団体等調査ですが、平成28年までの同調査につきまして

は、回収率も低調で、サンプルサイズもそれほど大きくないところがありました。そこで、

過去に統計委員会でも御議論いただいておりますけれども、標本設計を改めて整理させて

いただきました。まず、サンプルサイズが6,500企業から１万3,000ぐらいの企業に倍増と

なりました。また、それまでの調査票が、対個人サービス、対事業所サービスで共通的に

１枚の調査票を使っていたという関係で、いわゆる分類表、費用項目が非常に多岐にわた

るものになっていました。これは、それぞれの業種に応じたものを網羅的に表としてお配

りして、そこから番号を選んで費用項目を書いていただくといった調査票で、これで平成

28年まで調査をされていたのですが、それだとなかなか記入負担が大きかったということ

です。それも踏まえて、令和３年の調査に至るまで何度か調査研究を実施して、業種固有

の費用項目を特定した上で複数調査票を導入しております。それで回答率に寄与しようと

いう狙いでございます。 

 それから、アクティビティ単位というのが産業連関表の特徴ですが、その辺りについて

は、よりＳＵＴ的といいますか、記入できるところで書いていただくような設計をしてお

ります。このような形で、回収率の向上を図ったということでございます。回収率につい

ては、従来の調査では40％だったのが、50％を超えてきています。基幹統計調査ではない

ので、なかなか難しい調査の１つですけれども、それなりの寄与ができたのではないかと

思っています。 

 以上が基礎統計の見直しで、それも踏まえて、下の矢印の主な見直しということで、幾

つか挙げているといったところでございます。 

 まず１点目は、供給・使用表、新推計方法ということで、繰り返しですけど、経済セン

サスによって供給表がかなり拡充されたところがございます。従来、Ⅴ表というものがあ

りましたが、そちらにつきまして、なかなか副次的活動、要はその産業に対して主たる生

産物ではなくて、副次的に出てくるようなものを捉えることが難しかったのが、この経済

センサスによって拡充されたということです。「セルの計上割合が増加」というのは、今申
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し上げた副次的な活動がゼロだったところがゼロではなくなったという趣旨でございます。 

 それから、産業連関表の推計におきましては、やはり付加価値をどう捉えていくか。デ

ータがない状況で推計するというのはなかなか難しいので、前回までの結果を参考にする

ということがどうしても多かったのですが、今回、このようなサービス産業・非営利団体

等調査の見直し等も踏まえて、使用表、あるいは産業連関表をしっかり推計するようにし

たということがございます。 

 それから、補足２と書いてある建設・不動産部門です。こちらにつきましては少し違う

視点ですが、結論的に言うと、国内生産額に対して12兆円程度の寄与となっています。国

内生産額は、ＳＮＡでいうところの総産出とか総供給と呼ばれているものに近い概念で、

最終需要と中間需要を合算した額です。そのようなところで、国内生産額の2020年産業連

関表の計数が、建設・不動産ひっくるめて約159兆円といった状況でございます。これは中

間需要も込みなので、例えば建設補修とか不動産仲介、賃貸など中間消費に当たるものが

ありますけれども、合わせて159兆円ということで、こちらの試算値でいうと、基礎統計、

あるいは推計方法の見直しによって12兆円ぐらいの寄与となります。これは単純に2020年

の延長産業連関表を引いた額なので、少し注意が必要です。要は、延長産業連関表は従来

ベースで推計している一方で、2020年の産業連関表は今申し上げたような見直しがありま

すので、一定の目安をお示しするものとして差を取っているということです。また、従来

から延長産業連関表と産業連関表の年がばっちり合っているわけではないので、例えば１

つ前の2015年表だと、数兆円ずれていたりします。ですので、この12兆円という額が今申

し上げたような影響とイコールだとするのは少し語弊があるかもしれませんが、試算とい

うことで御覧いただければと思います。 

 その下に細かい見直し内容を書いておりますけれども、今まで建設部門を中心に、発注

者側の決算書を積み上げて推計している部分が多くございました。建設工事施工統計の利

用拡大というのは、要はこれまで決算書を積み上げていたものを、建設工事施工統計に入

れ替えたという趣旨です。こちらの建設工事施工統計ですが、４ページにもありますとお

り、補完方法の見直しをかけております。これまで回収が難しかったところを、補完方法

を見直すことによって推計しています。それが2015年と2020年の間に行われております。

したがって、建設工事施工統計自体である種、把握が拡充されたところがございます。 

 それから、経済センサス‐活動調査への変更ですが、これも決算書、あるいはほかの民

間データから経済センサスに入れ替えました。経済センサスにも、今申し上げているよう

な副業把握が拡充された影響がございます。より適切な統計を使っていくという趣旨です

が、プラス12兆円というふうに出てきているのは、このような把握の拡充による効果があ

るだろうというのが補足２の部分です。 

 それから補足３、ソフトウェア業です。これも同じように推計をしました。こちらは2020

年産業連関表と延長産業連関表との差が９兆円ということで、先ほどの繰り返しですけれ

ども、産業連関表は５年に一度の統計で作成、延長産業連関表は毎月・毎年の統計で作成

ということでずれがありますので、そもそもとして、この額と影響とはイコールというわ

けではなく、目安ということでございます。 
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こちらも、経済センサスの把握の拡充の影響のほか、後ほど触れさせていただきますが、

「他統計を用いた…」という記載の部分でプラス９兆円の試算ということです。 

 最後に、概念変更といたしまして、既にＳＮＡでは2015年基準で導入済みですけれども、

いわゆる娯楽・文学・芸術作品原本の固定資本形成への計上、これが１兆円超ということ

です。それから、ファイナンス・リース取引というのは、ＳＮＡでは金融扱いです。これ

までの産業連関表では、リース生産額は財をひっくるめた価格としていましたが、財の部

分は使用者が直接設備投資しているということで見直して、この部分はＳＮＡと合ってき

ています。金融扱いまではしていないので、そこはＳＮＡとずれているところですが、こ

のずれが小さくなったという状況でございます。 

 以上が、大体の見直しのお話でございます。 

 ３ページの補足１は、ＳＵＴ体系移行や供給表・使用表の説明ですので、こちらは割愛

させていただいて、４ページの補足２です。こちらも簡単な説明で恐縮ですが、把握の拡

充ということで、土木部門から不動産部門に至るまで見直しを行っております。この最後

の部分に接続ＩＯ表の内容がありますが、要は実態を把握したものにするため、2015年の

値を2020年ベースに上昇させているといった趣旨で、これが下の図に出ております。2015

年接続ＩＯ表の額は可能な範囲で伸び率が滑らかになるように補正しているということで、

157兆円から159兆円に増加した部分が実態でございます。ただ、星印に書いておりますと

おり、建設補修のところの建設工事施工統計の欠測値補完の見直しは影響が見えづらい部

分もありますので、このようなところは2020年ＩＯ表への影響が残っていると思うのです

が、可能な範囲で調整されている数字ということで、それが157兆円から159兆円という姿

になっていると御理解いただければと思います。 

 それから、５ページのソフトウェア業でございます。経済センサスの見直しについては

先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。推計の見直しですが、下の方に図が

ありますけれども、2015年ＩＯ表の11兆円から2015年接続ＩＯ表は15兆円ということで増

加しています。これも建設・不動産のように、なるべく伸び率を円滑化するという観点な

のですが、2015年の２つの数字というのは、要は経済センサスの額をそのまま使うと大体

15兆円ぐらいになるという形です。当時、経済センサスが２回目の実施ということもあっ

て、特定サービス産業動態統計調査のような月次の推計値を踏まえると、2015年の値は少

し大きかったなという印象がございまして、それを補正して11兆円に下げるといった処理

を行っています。2020年は、22兆円というのが経済センサスベースでの推計値で、いろい

ろと総合的に判断した結果、2015年の値に減額補正を行わなくても、2015年と2020年をそ

のままつなげれば大体経済実態を反映したような伸び率になってくるのではないかという

ことで、接続ＩＯ表の2015年計数の減額補正を廃止しているというところがございます。 

 建設・不動産部門の伸び率自体は157兆円から159兆円で、それほど大きくはないと思う

のですけれども、こちらのソフトウェア業については、やはり経済実態もそれぐらい伸び

ているのかということで、いろいろと判断したところです。経済的背景としては、特にコ

ロナのときで、実はソフトウェア業は伸びが大きい年でございました。そのような事情も

あるので、22兆円、あるいはその伸び率は妥当であろうという判断の下で推計を行ってい
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るものでございます。 

 それから、先ほど少し御覧いただきましたが６ページです。ＳＵＴ体系移行は、かなり

長年にわたる見直しとなっております。今後も2025年表に向けて引き続き見直しを行うこ

とになるのですが、基礎統計の整備や、先ほどは触れていませんけれども、今後、経済構

造実態調査が使われていくわけでございます。年次推計の整合性もこれに合わせて上がっ

てくる構造となるだろうというところです。いずれにしても、統計委員会の方にも御報告

させていただきながら進めたいと思います。 

 最後７ページは産業連関表の紹介ですので、説明は以上でございます。よろしくお願い

します。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 かなり包括的な御説明が総務省からありましたけれども、ただ今の御説明について御質

問やコメントなどがございましたら、よろしくお願いいたします。 

 牧野臨時委員、よろしくお願いします。 

○牧野臨時委員 静岡産業大学の牧野好洋です。大変丁寧な御説明をくださりありがとう

ございます。感想と質問をお願いいたします。 

 まず、感想でございます。資料の２ページに基礎統計等の見直しと推計への適用という

スライドがございます。そちらを見て、本件は大変重要と感じたところであります。皆様

御存じのように、国民経済計算と産業連関表は、相互補完的な統計であります。両者の精

度を共に高め合っていくことが大変重要と考えています。今回の基礎統計の見直し、令和

３年経済センサス‐活動調査における把握の拡充、また、サービス産業・非営利団体等調

査における精度の向上によって、その下に見られる、下線がついている４つの精度向上が

見られたことは大変大事であると思っています。 

 主な見直しの１つ目ですが、供給表において副次的活動に相当するセルの計上割合が増

加し、副次的活動をより把握できるようになったことは大きな前進であると思います。ま

た、建設・不動産部門、ソフトウェア業も重要と思いつつ、４つ目の概念変更で、娯楽・

文学・芸術作品原本を新たに固定資本形成に計上したということも大きな変更であると感

じています。 

 それらをベースにして、３点教えていただければ大変助かります。 

 これら新しい令和２年産業連関表をベースにすることに伴って、国民経済計算に記載さ

れている供給・使用表においても改善が今後見られそうなのか。具体的には、国民経済計

算年次推計の供給表で、副次的生産物をより把握できるようになるとか、そのような改善

が今後見込まれそうかということが、もし今の時点で何か分かれば教えていただければあ

りがたいということが１点目でございます。 

 そして２点目が、遡及推計の話でございます。今回、2020年の産業連関表を新たに組み

入れることによって、基準改定が行われます。今後、遡及推計にも入っていくと思います

が、何年ぐらいまで遡及することを考えていらっしゃるのか。また、その遡及推計のとき

に、今回の産業連関表の改定は統計の精度向上に役立ちそうか、もし現段階で何か分かる

ことがあれば教えていただければありがたいというのが２点目であります。 
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 そして３点目が、先ほどのスライドの一番下にありました、娯楽・文学・芸術作品原本

を新たに固定資本形成に計上することについてです。それらはどのような産業に計上され

るのか。また、固定資本形成に計上するということは資産になりますので、多分固定資本

減耗が出てくることになると思います。そうすると、固定資本減耗をどのように計算して

いくのか。固定資本減耗は、これまでの資産に減耗率を掛けて出すような感じになると思

うのですが、それらのストックの情報があるのかないのか。また、新たに作られた、これ

らの原本の減耗期間をどのように見るのか。そのようなことが分かればありがたいと思い

ます。 

 長々と恐れ入ります。３点、現時点で分かる範囲で結構ですので、教えていただければ

助かります。よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 ３つ御質問が出たと思いますけれども、植松統計企画管理官からよろしい

でしょうか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 総務省のお話というよりは、

今、内閣府で準備されている部分のお話が多いのかもしれません。最後の点、娯楽・文学・

芸術作品原本の減耗期間も内閣府が御担当で、私からすぐに５年とか言える状況ではない

のですが、例えば放送業、映像・音声・文字情報制作業、出版業、作家・音楽家などのそ

の他の娯楽、そのようなものに資本形成が積まれていて、少し言葉は悪いですけれども、

ほぼ同額が減耗にも乗っかっているような姿だと認識しております。 

 積み方については、これは2015年の基準改定でＧＤＰ統計に導入されたものでございま

すので、そこと平仄を合わせたような形で、産業連関表は推計しております。 

○福田部会長 では、内閣府の方からございますか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 １点目の供給表ですが、現在設計中

でございます。形式は変えないと思いますが、額が少し変わるということはございます。

２点目の遡及につきましては、現在公表しているのと同様、1994年までを考えております。

先ほど御説明があったかと思いますが、2020年産業連関表をベンチマークとして取り込み、

接続産業連関表があるところは接続産業連関表を用いることを考えております。 

○牧野臨時委員 ありがとうございます。 

○福田部会長 よろしいでしょうか。 

○牧野臨時委員 大丈夫です。ありがとうございます。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問ございますか。 

 宮川臨時委員、お願いします。 

○宮川臨時委員 立正大学の宮川でございます。御説明ありがとうございました。 

 ２ページに出ている部分を拝見いたしまして、牧野臨時委員からもお話がありましたけ

れども、特にサービス分野で副次的な生産物を把握できるようになったと。それによって

供給表は、把握できる範囲がかなり広がっているという点は非常によかったのではないか

なと。これは恐らく活動調査の生産物分類導入ということと関係して、大きな成果だった

なと私も思っているし、実際データをいろいろ分析させていただいても、前のものとはか
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なり違うので、あとはこれをしっかりＳＮＡの方に生かしていただくということが重要な

のだろうなと思っています。 

そのような成果がある一方で、例えば、経済センサス‐活動調査ですと、今の生産物分

類ベースの調査が企業単位でしか行われてないので、それを事業所、あるいは生産物ごと

に分割する作業というのは絶対必要になっているはずで、その辺りというのは、今回は過

渡期に当たる2020年の表なので、ある程度様々な仮定を置いたりしながらやられたと伺っ

ておりますけれども、そこは改善の余地がまだあるのではないかなと。最終的な精度に影

響を与える重要なポイントなので、今後も改善されることになると思うのですよね。そう

なったときに、次回の経済センサスの結果をどう加工するかという話は、今後、産業連関

技術会議や幹事会で議論されるのだろうというふうな想像をしております。 

 もし間違いがあったら後で訂正していただければと思うのですが、それに関連してすご

く重要だなと思うのは、２番目に書いてあるサービス産業・非営利団体等調査、投入調査

ですよね。これも2020年表のための調査としてはかなり拡充・改善されたと認識をしてい

るのですけれども、例えば、どういうものをサンプルにするかとか、先ほど申し上げたよ

うに企業なのか事業所なのか生産物なのかという単位の問題とか、その辺りで改善の余地

がありそうな気もしているのです。このサービス産業の投入調査に関しては、来年度、あ

るいはその後にすぐにでもやらなければならないことだと思うので、次回の表に向けて、

サービス産業・非営利団体等調査は改善を考えられているのか、既に検討されているのか、

今後どのような場所で検討されるのかなど、そのようなことについて少し教えていただけ

ればと思います。 

 すみません、以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 御質問がありましたので、植松統計企画管理官、お願いします。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 ありがとうございます。 

 サービス産業・非営利団体等調査は、確かにもう間もなく実施という状況です。産業連

関技術会議でも一度御議論いただく予定ですが、現時点でどういった見直しを考えている

かについて御説明いたします。 

 先ほど、前回の調査で複数の調査票をお配りしたといったことを申し上げました。ただ、

このような調査の特徴なのでしょうけれども、調査の記入の内容を細かく見てまいります

と、例えば水道光熱費のようなものは水道光熱費、燃料費のようなものは燃料費に入れて

くださいというふうに誘導はしているものの、やはり企業で管理されている費用項目と少

しでも合っていない場合に、ほかに当てはまらないものとして、どうしても「その他の費

用」が大きくなるという傾向がございます。今、前回調査の分析を深めていまして、その

ようなその他の事項で拾っているものをなるべく調査に入れることと、記入がなかなか難

しかった項目が幾つかあるのですが、そのような項目の見直しをやっております。 

 調査の単位の話については、今の回答率が50％くらいと高くはないので、なかなか無茶

ができないなというのが実感です。どちらかというと、加工できるような計数、例えば事

業所と企業とアクティビティのリンケージというか、これは経済センサス中心のデータの
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推計になるわけですけれども、このように推計ができるようなものを踏まえて投入調査で

も検討する。事業単位はどうしても企業の経理管理の方に従ってくるというところもあり

ますので、その辺り、何かうまく経済センサスの全数的な調査事項と投入調査の細かい事

項を組み合わせて、なるべく事業所と企業、あるいはアクティビティが連動した推計とい

うものを目指したいというところで、宮川臨時委員が御指摘されたように引き続き検討課

題だと思っております。 

 以上です。 

○宮川臨時委員 ありがとうございます。 

 今後もう少し検討して、改善を目指すと考えてよろしいですか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 まだ産業連関技術会議は開

催しておりませんが、一度そちらの場でも御議論いただいて、調査の方に臨んでいきたい

と思っております。 

○宮川臨時委員 ありがとうございます。 

 少し今回のテーマとはずれてしまうかもしれないですが、多分2025年が本当に初めての

ＳＵＴ移行になるという意味で、次の５年でかなり大変な、いろいろな課題が浮かび上が

ってきそうだと思っています。今回である程度の進展があったということは確かだと思う

のですけれども、その根幹にあることについて、投入調査をきちんとやっておくと後が少

し楽になるでしょうし、投入調査がなかなか厳しいと後の推計にも響くというところがあ

るかと思い、このようなお話をさせていただきました。ほかのことも含めてですが、是非

投入調査に関しても、事前に十分な準備をするようにして推計に臨むようにお願いできれ

ばと思っております。 

 すみません、ありがとうございました。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 ほかにはございますか。菅委員、お願いします。 

○菅委員 どうもありがとうございます。 

 もともとこの話のスタートは、今から20年ぐらい前に、サービス産業は全然把握がうま

くできていなくて、結局、抜本から全部やり直そうというので、経済センサスを作り直し

たと。更にそこからＳＵＴという話も出てきて、それで生産物も作って、ようやくＳＵＴ

を組み上げて、大体20年くらいかけてここまで来たというのはひとつ感慨深いものがある

と思います。その中で多くの方々が関わったわけですけれども、亡くなられた先生方もい

らっしゃって、そのような意味でも感慨深いものがあって、数字を見ると、ソフトウェア

が９兆円も増えるというのは、やはりこれは１つの大きな成果だったと思うのです。つま

り、昔のやり方だったら把握できなかったものが把握できたという意味では、非常に大き

な進歩だったと思うのです。 

 一方で、改革に次ぐ改革で、数字が大きく動いてしまっているので、そもそも経済成長

しているのか、していないのかよく分からないという悩ましいところもあります。これは

要因を探ろうとしても、全部が一気に変わってしまったので、分類も変わった、調査も変

わった、作成方法も変わったというと、複数要因がこんがらがっていて、要因を分けるの
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は非常に難しいのですね。そうは言ってもまだ途上でして、次がＳＵＴの完成になるわけ

ですけれども、そうしたら、そろそろ改築工事をやめて、しばらくは安定的にやっていか

ないと、成長しているのか、していないのか分からなくなってしまう問題はあると思うの

で、次回、全力を挙げて、打ち止めというか、よく法隆寺の大修理とかやりますけど、あ

れに近い話ですね。次の大改修は100年後とかそのような感じで、気合を入れて次、完成さ

せていただきたいと思っています。 

そうは言いつつも、サービス業に関しては１つ残っている課題があって、それはいわゆ

る管理、補助的経済活動の取扱いで、ここが非常に難しいわけです。例えば東京都の方で

は、産業連関表で本社という項目を立てたりしていますけれども、付加価値はあるけど売

上がないという事業所、この扱いを完成させられれば、ほぼ30年にわたる大きな流れは１

つできると思いますので、そこに関して、総務省と経済産業省と内閣府でよくすり合わせ

て、是非次回で何とか打ち止めにするように全力を挙げていただけたらと思います。 

○福田部会長 ありがとうございます。御意見ということだったと思います。 

 何かありますでしょうか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 長年にわたってサービス統

計整備が続いている中で、菅委員にもいろいろとこれまで御指導いただいておりますけど

も、引き続きよろしくお願いしますというところです。それと、経済センサスは令和３年

と令和８年の調査で少しやり方に変更はありますけれども、調査事項や調査の根幹部分、

要は計数に影響を与えるようなところはほぼ同じような調査の内容だと認識しております

ので、産業分類の見直しだけは入っておりますが、基礎統計の方は大分最終形に近づきつ

つあるだろうと。加工統計側も経済センサスの整備を踏まえて、引き続き見直しというか、

より適切な値を出していきたいと思っております。 

○福田部会長 ありがとうございます。非常に重要な論点を提示していただきました。次

回の基準改定、あるいは見直しが幾つかの意味で大事だと。宮川臨時委員や菅委員が御説

明された点は大事だと思いますし、私個人的には、やはり2020年はかなり特殊な年で、幸

か不幸か、不幸が多いと思いますけれども、そのような年だったので、やはり2025年で再

確認するということは極めて大事なのだろうと思います。 

 例えばソフトウェア業では、多分2019年まではこのようなオンライン会議なんて想像も

つかなかったと思います。それが2020年になって急速にオンラインのソフトが誰でも利用

できるようになったという大きな構造変化がありました。また、当時のサービス業も対面

のサービスはできなかったという、非常に特殊な事情の中での調査だったと思いますので、

そのような意味では、次の2025年の調査で再確認していくということも含めて大事な問題

が残されていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかには何か御意見ございますか。 

 新家専門委員、お願いいたします。 

○新家専門委員 すみません、５ページのソフトウェア業のところについてお伺いしたい

です。聞き逃していたら申し訳ないのですが、推計の見直しのところで、2015年表では減

額補正を行っていたのだけれども、今回は無補正で行いますと。それで、その次に、接続
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ＩＯ表では2015年計数を活動調査のみの計数に改訂とあるのですけど、これは、今回、2015

年も2020年も減額補正を行わない数字にしたという理解でいいのでしょうか。 

○福田部会長 御質問がありましたので、よろしくお願いします。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 まず、2015年のＩＯ値は変

更しておりません。あくまで2015年、2020年の接続産業連関表の計数の推計に当たって、

2015年の産業連関表の過去の値を再推計しているというところでございます。 

○新家専門委員 ということは、2015年は他統計の動向により、減額補正をした数字のま

まで、2020年は減額補正しない数字になっているということでしょうか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 2015年のときの産業連関表

の計数の作り方の話でございます。要は、2015年の計数、５年前に産業連関表を推計した

ときの値が11兆円で、そこから、接続産業連関表の推計に当たって、2015年産業連関表の

値を15兆円に再推計しています。これに関して、2020年と2015年の比較をすると、その影

響が出てきますよというお話でして、2020年の値に関しては、そもそも減額補正というと

ころよりは経済センサスの値を使っているという意味です。あくまでその減額補正は2015

年の値を接続産業連関表で推計したときに底上げしました。そのため、2020年と2015年の

比較の差分にその影響が出ているという趣旨でございます。少し分かりづらくて恐れ入り

ます。 

○新家専門委員 今回の差分のところには減額補正をしているか、していないかの影響が

出ているということですかね。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 あくまで産業連関表につい

ては、2011年と比較して３時点なので、2015年については過去に影響が表れているといっ

た趣旨です。したがって、2016年から2019年は、産業連関表で推計しているわけではない

ので、という趣旨で合っていますでしょうか。 

○新家専門委員 少し考えてみます。すみません。 

○福田部会長 もし個別にあれば、また直接、終わった後でも、技術的なことはお問い合

わせいただくということでお願いします。 

 長谷川委員、よろしくお願いいたします。 

○長谷川委員 御説明ありがとうございました。 

 私も、ソフトウェア業のところですが、2015年の改定でマグニチュードが少し大きいの

が気になっています。植松統計企画管理官の話を聞いていると、これは2015年のときでも、

結局今回の15兆円というのを推計できたのではないかなという印象を持っていて、そのよ

うな意味では、この改訂幅についてはもったいないような感じがしています。そのような

理解でいいのかなというようなところ、もし間違っていれば御指摘いただきたいと思いま

す。また、お願いなのですけれども、やはり改定については、いわゆるリビジョンスタデ

ィというのですか、そのような改定の解析を丁寧にやっていって、それで次のＳＵＴ、産

業連関表の作成につなげていくということが重要だと思っています。ですので、その時々

に、どのような方針で仮定を置いたとか、このような方針、手法を採用したとか、そうい

ったものも整理していただければ、更に次につながっていくのかなと思っていますので、
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そのようなリビジョンスタディを丁寧にやっていただければなと思っています。 

 以上です。 

○福田部会長 何かございますか。 

○植松総務省政策統括官（統計制度担当）付統計企画管理官 ありがとうございます。 

 まず、2015年の値が11兆円なのか15兆円なのかというところですが、確かにいろいろな

データを見ながら推計しているところがあります。実は、経済センサスについては、2011

年表のデータが初めてで、2015年表は２回目なのですが、2011年というのは東日本大震災

の年だったというのがございまして、なかなか２回目のデータで傾向がつかめなかったと

いうことがあります。要は、時系列的に、2011年の値とのギャップの大きさがあったとこ

ろです。 

また、当時は特定サービス産業動態統計調査がございました。この特サビ動態の数字の

動きとの関係で、どうしてもこの統計自体の癖がなかなか見極めづらいところがありまし

た。当時は、そのような総合的判断の下で、他統計や他データをいろいろと見ていった中

でのベストエフォートと申しますか、そのような推計値だっただろうと思います。 

結果的には、今回、新たに出たセンサスで、やはり2015年の適切性が高かったのではな

いかという判断ではありますが、その辺りは後になって分かる部分も多いかなと認識して

おります。産業連関表の場合は５年に一度で構造統計の変動をよく分析しながらですけれ

ども、後半の話との関連では、概念変更とか、あるいはこのような基礎統計の変更などの

要因について、このような情報は是非前広に出していきたいと思っております。 

○福田部会長 よろしいですか。 

○長谷川委員 ありがとうございました。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 いろいろ御意見が出ましたけれども、ほかに追加的に御意見はございますでしょうか。

よろしいですか。 

 いろいろ課題も出されました。今回、以前内閣府から説明していただいた2020年基準改

定をベースに議論をし、もちろん専門家向けの説明責任も大事ですけれども、なぜＧＤＰ

が増えたのかとか、そのようなことに関しては、やはり世の中一般の人たちの関心も強い

ので、今日頂いたいろいろな御意見も踏まえながら、引き続き分かりやすい説明をしてい

ただければと思います。それと同時に、多くの委員から出されましたように、2025年基準

改定に向けては、最終形の作成という形で取り組んでいただければと思います。 

 本日は７月の第41回部会の議論を踏まえて、2020年産業連関表について御説明いただき

ました。関係府省庁におかれましては、本日の御質問やコメントを踏まえて、引き続き基

準改定の公表に向けて連携していただければと思います。 

 それでは、本日予定していた審議は以上でございます。本日及び前回10月の部会で御審

議いただいた内容については、次回の統計委員会にて御報告させていただくということで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○福田部会長 では、そのようにさせていただきます。 
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 最後に次回部会の開催日程について、事務局から御連絡をお願いいたします。 

○松井総務省統計委員会担当室政策企画調査官 事務局でございます。本日もありがとう

ございました。 

 次回の日程は未定でございます。日時、議題等詳細が決まりましたら、改めて御連絡さ

せていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日の部会は終了といたします。長時間ありがとうござい

ました。 


